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      熊谷市農業委員会第１９回総会議事録 

 

１ 開会・閉会の日時及び場所 

(1) 開会の日時  令和８年２月２７日（金）午後１時３０分 

(2) 閉会の日時  令和８年２月２７日（金）午後３時００分 

(3) 場   所  めぬま農業研修センター２階大会議室 

 

２ 会議を組織する委員の定数 

(1) 定員数  ４７名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２８名） 

(2) 現在数  ４６名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２７名） 

 

３ 出欠席の状況及びその氏名   下記のとおり 

(1) 出席数   ４１名 

(2) 欠席数    ５名 

 

農業委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 塚田 修 １１ 出 戸森 貫一 

２ 出 笛木 清 １２ 出 森田 豊 

３ 出 栗原 一森 １３ 出 千葉 義浩 

４ 出 坂本 三郎 １４ 出 関口 裕美 

５ 出 田中 輝久 １５ 出 権田 久男 

６ 出 菊地 修一郎 １６ 出 夏目 亮一 

７ 出 □田 正己 １７ 出 関根 一三 

８ 出 福田 和行 １８ 出 金井 和夫 

９ 出 西田 茂夫 １９ 欠 大島 正 

１０ 出 水野 薫 
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農地利用最適化推進委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 中嶋 儀臣 １５ 出 笠原 猛 

２ 出 根岸 勇 １６ 出 小林 言孝 

３ 出 名野 博明 １７ 出 水野 照夫 

４ 出 伊藤 由行 １８ 出 小崎 信明 

５ 欠 髙橋 文雄 １９ 出 門叶 和男 

６ 出 中村 安浩 ２０ 出 長谷川 隼男 

７  （欠員） ２１ 出 村山 努 

８ 出 井瀬 伝栄 ２２ 出 青木 大輔 

９ 出 東 幸好 ２３ 出 川田 雄一 

１０ 出 漆原 秋夫 ２４ 欠 原田 知子 

１１ 出 栗原 加津男 ２５ 出 若山 美奈子 

１２ 欠 中島 正樹 ２６ 出 中川 登美夫 

１３ 出 石平 伸一 ２７ 出 林 和弥 

１４ 欠 小澤 好則 ２８ 出 茂木 秀孝 
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４ 議  事 

 

（１）議 案 

議案第１ 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２ 号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３ 号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請について 

議案第４ 号 農業経営基盤強化促進法第１９条の規定による地域計画（案） 

   に対する意見について 

 

（２）報 告 

報告事項(１) 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項(２) 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告事項(３) 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

報告事項(４) 農地法第１８条第６項の規定による通知について(合意解約) 

報告事項(５) 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

報告事項(６) 時効取得を原因とする農地の権利移転について 

報告事項(７) 農地法施行規則第２９条第１項第４号（第５３条第１項第４号） 

       の規定に基づく申出について 

 

５ 招 集 者   熊谷市農業委員会会長 夏目 亮一 

 

６ 議事進行状況  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4

 

事務局次長 

 

 

 

夏目会長 

 

事務局次長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただ今から熊谷市農

業委員会第１９回総会を開会いたします。 

それでは、はじめに夏目会長より、御挨拶をいただきます。 

 

（ 夏目会長挨拶 ） 

 

ありがとうございました。 

以降、進行につきましては、熊谷市農業委員会総会会議規則第４条

に、会長が議長となる旨、規定されておりますので夏目会長にお願い

いたします。 

 

それでは、着座のまま会議を進めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

はじめに、本日の総会の委員の出席者数につきまして、事務局より

報告をお願いします。 

 

本日の出席は、農業委員は１９名中１８名であります。また、農地

利用最適化推進委員については２７名中２３名の出席でございます。 

 

事務局より報告がありましたとおり、農業委員の過半数が出席して

おりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定によ

り、本日の総会は成立しました。 

続きまして、議事録署名委員の選出及び書記の任命について、お諮

りいたします。いかが取り計らいましょうか。 

 

（ 議長一任の声あり ） 

 

議長一任の声がありました。 

それでは、議事録署名委員につきましては、 

 １番 塚田委員、 

 ２番 笛木委員にお願いいたします。 

また、書記には事務局職員を指名します。 

 

それでは議事に入ります。 

本日、審議いたします案件は、 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請に 

ついて 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１９条の規定による地域 

計画（案）に対する意見について 

以上、４議案です。よろしく御審議願います。 
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議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各議案については概要説明とさせていただき、短時間での審議とし

たいと思いますので、御協力をお願いいたします。 

それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につい

てを上程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書は１頁から４頁、議案書資料は１頁から３頁を御覧くださ

い。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については、全 

１４件の申請となっており、取引額、現地確認等は資料に記載してあ

るとおりです。全案件とも譲受人の経営する全ての農地は適正に管理

されており、機械の保有状況、従事日数から、今後についても効率的

に利用されていくものと思われ、農地法第３条第２項の各号について

は、全件、許可要件の全てを満たしております。 

説明は以上となります。御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございませんでした。 

 

それでは、議事参与制限に係る案件がございますので先に審議いた

します。議案番号７については、譲受人が○○委員でありますため、

○○委員は一時退席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、本案について質疑、意見等を求めます。質疑、意見等ご

ざいませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第１号における議案番号７について、本案を許可するに賛成の委

員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可すべき

ものと決しました。○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

続きまして、議事参与制限に係る案件がございますので先に審議い

たします。議案番号８から９までについては、○○○○○○委員であ
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

りますため、○○委員は一時退席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、本案について質疑、意見等を求めます。質疑、意見等ご

ざいませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第１号における議案番号８から９までについて、本案を許可する

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可すべき

ものと決しました。○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

次に、ただいま審議いたしました議案番号７から９まで以外の案件

につきまして質疑、意見等を求めます。質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第１号の議案番号７から９まで以外の案件について、本案を許可

するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可すべき

ものと決しました。 

次に、議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請についてを

上程し、事務局の説明を求めます。 

 

説明に入る前に１件取下げの報告がございます。議案書は９頁をお

開きください。取下げの議案は議案番号１４となります。取下げの報

告は以上となります。 

それでは説明に入ります。議案書は５頁から８頁、議案書資料は４

頁から５頁を御覧ください。議案第２号、農地法第５条の規定による

許可申請については取下げとなった議案番号１４を除いて、「資材置

場」が２件、「系統用蓄電所」が２件、「太陽光発電施設用地」が１件、

「住宅敷地拡張」が１件、「自己用住宅及び進入路」が１件、「自己用
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

塚田委員 

 

 

事務局 

 

塚田委員 

 

 

 

事務局 

 

塚田委員 

住宅」が６件の計１３件となります。農地区分や事業の概要等は、議

案書資料に記載のとおりです。 

ここで議案番号１について補足説明をいたします。本申請は、転用

目的が○○○○○○○○○ですが、○○○○○○○○○○○○となっ

ております。これは、○○○○○〇○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○を設置することと比べても著しく少ない○

○となります。また、本申請では○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○を占めることとなっており、その他○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○を想定しているとのことです。○○

○○○○○○○○具体的な根拠を示すよう求めていましたが、総会開

会時までにその回答は得られませんでした。また、○○○○○○○○

○○について、提出された資料によれば○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○を想定しているとのことですが、これは○○○○○○○○と考えら

れます。これらのことから、事務局として、本申請は、「必要最低限

の転用面積とは確認できなかったことから不許可相当が妥当である」

と考えます。以上、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございませんでした。 

 

事務局から説明のあったとおり議案番号１４につきましては取下

げ願いが提出されたとのことでありますので審議から除外いたしま

す。 

また、議案番号１について、申請者から提出された資料からは必要

最低限の転用面積とは確認できなかったことから、不許可相当が妥当

であるとの説明があったことから別に審議いたします。それでは、本

案につきまして質疑、意見等を求めます。質疑、意見等ございません

か。 

 

ほぼ同じ○○○○○○○○○○○○○○○とのことであるが配置

図は提出されているのですか。 

 

お手元にお配りしていませんが提出されています。 

 

農地ではないが、地元で１，０００㎡ほどの広さで○○○○○○の

ところもある。また、他の場所でも２か所で○○○の話が進んでいる

がこの件は事務局で把握していますか。 

 

事前の相談をいただいており協議を進めています。 

 

国は○○○○〇を推進しているが、農地の買取価格が大変高額でど
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塚田委員 

 

 

 

関根委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

西田委員 

 

 

 

 

西田委員 

 

事務局 

 

 

根岸委員 

 

 

事務局 

 

根岸委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

んどん農地が転用されていくのではないかと、とても心配している。

何らかの目安というか妥当な線というのを示してもらうとありがた

い。 

 

土地の形状として、○○○○○○○○の点も考慮すべきではない

か。やむを得ないとも見えるし、○○○○○○○○○○ようにも見え

る。悩ましいところである。しかし、転用する面積を全て使っていな

い、ということであればレイアウトを把握した時点で指摘をすべきだ

と思います。 

 

事務局としてレイアウトを把握した時点で、事業者に対して今回の

転用面積を全て利用することを説明する資料の提出又は理由の確認

を依頼しています。この回答が本日の総会までになかったものであ

り、転用面積をすべて合理的に利用するのかどうか判断をする材料が

ないことから不許可相当が妥当ではないかとの提案をしているもの

です。 

 

議案番号１と９を比較した場合、○○○○○○○○○○○○○しか

使わないとのことであるが、実際どのような土地の形なのか。 

 

（ 議案番号１の配置図を委員に回覧する ） 

 

利用方法について、回答までどのくらいの期間を設けていたのか。 

 

○○○に回答がありましたが、なお確認の必要があると認められた

ため再回答の依頼をいたしました。 

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○があり、それを考慮し

た面積なのではないか。 

 

そうした○○○○○○○はないものと考えています。 

 

農業委員会では農地法に関することだけ審査するだけで他法令は

関係ないのか。 

 

○○○○なども含めて他法令についての見込みがなければ許可に

はなりません。他法令の見込みがあることを確認したうえで、農業委

員会では農地法に関して許可、不許可の判断をすることになります。

本件については他法令についての確認を担当で行っており、その上で

審議をお願いしています。 

 

他に質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塚田委員 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第２号の議案番号１について許可相当とするに賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

（ 挙手なし ） 

 

挙手なしです。よって、本案については、不許可相当とすべきもの

と決しました。 

続きまして、ただいま審議をいたしました議案番号１及び審議から

除外した議案番号１４以外の案件につきまして審議をいたします。 

 

議案番号９について配置図を見せてほしい。 

 

（ 議案番号９の配置図を委員に回覧する ） 

 

他に質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第２号における議案番号１及び１４を除く案件について許可相

当とするに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。 

次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更申

請についてを上程し、事務局の説明を求めます。 

 

議案書は１０頁を御覧ください。議案第３号、農地法第５条の規定

による許可後の計画変更申請については、全１件となります。内訳と

しましては「貸太陽光発電施設用地」が 1件となります。変更の理由

は議案書に記載のとおりです。説明は以上となります。御審議の程、

よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございませんでした。 

 

本案は議事参与制限がございます。代理人が○○委員でありますの

で○○委員は一時退席をお願いいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請につい

て、本案を承認相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手多数 ） 

 

挙手多数です。よって、本案については、原案のとおり承認相当と

すべきものと決しました。○○委員は入室してください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

次に、議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１９条の規定による

地域計画（案）に対する意見についてを上程し、事務局の説明を求め

ます。 

 

議案書の１２頁から６３頁までを御覧ください。今回話し合いを開

催した１１地区に加え、担い手の法人化に伴う目標地図の表示変更が

２地区あるため、１３地区分の変更案を示しております。前回からの

変更点として、全ての地区に共通するものから説明します。 

例として本店・大幡地区で説明いたしますので１３頁を御覧くださ

い。１点目が、１－（１）、地域計画の区域の状況の⑤の項目の数字

が変更になっています。この数字は、話し合いで回収したアンケート

の規模拡大の意向の面積を反映しているため、前回のものからかなり

増えている地区もみられます。 

２点目が１４頁を御覧ください。４、地域内の農業を担う者一覧で

すが、別紙は１６頁を御覧ください。現状の経営面積および１０年後

の経営面積を変更しています。 

現状のものについては、中間管理の令和８年４月転貸分までを落と

し込み、現状の経営面積として計上しています。これに伴い、目標地

図も修正しています。  

今回、話し合いを行いました地区の各委員さんの机上に配布させて

いただきました図面が目標地図の変更案となりますので、併せて御確

認いただければと思います。また、１０年後の経営面積については、

話し合いの際のアンケートにより規模拡大の意向を示した数値分、現

状の数値に上乗せしています。 

３点目が前後して申し訳ありませんが１３頁を御覧ください。２－
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

（２）、担い手に対する農用地の集積に関する目標の「将来の目標と

する集積率」の数字が大きく変わっています。この割合の出し方は、

先ほどの４の一覧における認定農業者、認定新規就農者および基本構

想到達者の経営合計面積から地区全体の面積を割って計算していま

す。先述したとおり、アンケートの規模拡大の意向を反映したため、

どの地区においても前回から大きく数字が伸びているものとなって

います。御確認いただきますようよろしくお願いします。 

ここまでが、全体的な変更点です。続いて３３頁からの中条地区と

４５頁からの長井地区の変更点について説明します。こちらは担い手

の法人化に伴う軽微な変更です。各地区において４、地域内の農業を

担う者一覧が修正されています。具体的には、中条地区においては「○

○○○○○○○○○○○○○」、長井地区においては「○○○○○○

○○」が以前の○○○○○から○○○に変更になっています。併せて

御確認いただきますようよろしくお願いします。以上が変更、追加事

項となります。説明は以上です。よろしく御審議をくださいますよう

お願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

特にございませんでした。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１９条の規定による地域計画

（案）に対する意見について、本案を承認するに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 

（ 挙手全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。以上で全議案の審議が終了いたしました。 

続きまして、報告事項（１）から（７）につきましては、「熊谷市

農業委員会事務専決規程」に基づき、専決処分済みの事項であります

ので、御了承をお願いいたしますが、（７）農地法施行規則第２９条

第１項第４号（第５３条第１項第４号）の規定に基づく申出について、

事務局から補足説明があるとのことですので説明をお願いします。 

 

議案書は７９頁から８４頁を御覧ください。また、併せてお手元に

お配りしております「農地法施行規則第２９条第４号～地域計画に係
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る農業用施設の申出について～」の資料を御用意ください。 

今回、農業用施設設置に係る農地転用許可不要の新しい制度が施行

となりましたのでその説明となります。まず、１頁を御覧ください。

農地を農地以外の利用をする場合、原則として農地転用の許可を事前

に取得する必要がありますが、今回新しく施行となった制度は、地域

計画で定められた目標を達成するために必要と認められる農業用物

置や収穫物の加工施設といった農業用施設であれば、別途申出をする

ことによって、本来必要な許可を不要とする制度となります。 

具体的な制度の内容に入る前に、既存からある農業用施設の制度と

して「２ａ未満の農業施設の届出」との違いについて少し触れます。

「２ａ未満の農業施設の届出」は「２ａ」、つまり「２００㎡」未満

の農業用で小規模な施設であれば、届出をすることによって転用許可

を不要とするものになります。 

これとは別に今回新しくできた制度では、農業用施設を設置したい

者が、認定農業者でその施設を地域計画地内に設置する計画であれ

ば、面積制限なく、必要と認められる範囲において設置が認められま

す。新しい制度を利用するにあたって、この「面積制限がない」とい

う点と申出者が「認定農業者」で設置場所が地域計画地内に限られて

いるという点が、「２ａ未満の農業施設の届出」と大きく異なる点と

なります。２頁を御覧ください。  

新しい制度を利用するにあたっての条件が１から５の項目となり

ます。なお、新しい制度が適用できるかについては、現地調査や、５

に記載の関係機関の意見聴取を踏まえて、転用許可権者である大里農

林振興センターの意見を確認し、判断していくこととなります。３頁

を御覧ください。 

新しい制度の手続きの完結までの流れは資料に記載のとおりです。

中でも「３.周辺の影響確認」において、申出があった地区の各委員

さんには、現地調査依頼をかけさせていただき、施設が設置されるこ

とにより周辺の農地の営農等に支障が生じないか意見を伺います。４

頁を御覧ください。 

通常の転用許可と新しい制度を利用した場合の比較が表にまとめ

てあります。新しい制度にかかる期間が３週間程度設けている理由と

しましては、委員さんへの現地調査や、各関係機関と大里農林振興セ

ンターへの意見聴取が発生するためです。それでも審査する点としま

しては、周辺の農地へ支障が生ずる恐れの有無程度なので、従来の転

用許可審査に比べて大幅に軽減されていることに加え、それに応じて

求める添付書類も種類が少なくなっています。なお、添付書類につい

ては一番後ろの頁に参考資料として一覧を付けてございますので、そ

ちらを後で構いませんので御確認ください。それでは、５頁を御覧く

ださい。 

新しい制度を利用するにあたって大きく分けて３つの注意事項が

ございますが、中でも１つ目の注意事項と３つ目の注意事項が特に重

要です。１つ目の注意事項には、新しい制度を利用するにあたっては

農業委員会事務局への申出と併せて、同時に農業政策課への申出も必
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

塚田委員 

 

 

事務局 

 

 

塚田委員 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

要となります。詳細は農業政策課の所管となるため、制度の詳細は割

愛いたしますが、事務局に提出いただく申出と同じ添付書類を添付い

ただき申出が必要です。 

２つ目は、本来２００㎡を超えるような農業用施設を設置する場

合、設置しようとする農地によっては、転用許可申請前に本来事前に

必要な農振の軽微変更手続きや、地域計画への農業用施設の記載手続

きが求められていましたが、この新しい制度を利用ができる場合、事

務局と農業政策課への申出の受理書が交付された時点で先に施設の

設置の着工ができます。ただし、これはあくまで、事前に取る必要が

あった手続きを施設の設置後に取ることが許されたというだけであ

って、手続き自体が免除になったわけではなことに注意が必要です。 

なお、６頁から７頁は新しい制度に係る事項についてＱＡ形式でま

とめてあります。時間の都合上、割愛させていただきますが、どれも

重要事項となりますので後で御一読いただけますと幸いです。以上で

説明を終わります。 

 

事務局の説明が終わりました。本件について、質疑、意見等ござい

ませんか。 

 

青地で８年縛りがある地区はどうなるのか。面積の上限などはある

のか。 

 

面積の条件はありません。８年縛りについては、関係機関が支障あ

りと認める場合は本制度の適用が認められないことになります。 

 

後付けでよいと言っていたがそれでは困るのではないか。 

 

後付けにできるのは、地域計画の変更と農振除外の軽微変更に係る

手続きを指しています。本来必要な転用申請が申出に変わると御理解

いただければと思います。 

 

他に質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑も無いようです。それでは、以上で本日の議案、報告、す

べて終了いたしましたので議長の職を解かせて頂きます。ありがとう

ございました。 

 

夏目会長、ありがとうございました。 

 

次に次第の６、その他に移らせていただきます。 

【２月４日実施研修会資料の配布、不許可相当案件と議決した案件

に対する許可権者による許可判断について経緯を説明（○○○○○○
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事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中職務代理 

 

事務局次長 

○○○○○及び○○○○○○○○○○○○○）、活動記録簿の提出に

ついて、○○地内の営農型太陽光施設についてそれぞれ農業委員会事

務局より説明】 

 

事務局からは以上ですが、皆様から何かありますでしょうか。 

 

（ なしの声 ） 

 

それでは、閉会のあいさつを田中会長職務代理にお願いいたしま

す。 

 

（ 閉会のあいさつ ） 

 

ありがとうございました。 
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